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告　　　　　示

　

茨城県告示第486号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について、

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告し、その関係書類は、本日から４月間

縦覧に供する。

　なお、この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県知事に提出することができる。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　敢　大和ハウスリアルティマネジメント株式会社

　　　代表取締役　伊藤　光博

　　　東京都千代田区飯田橋二丁目18番２号

　柑　株式会社コスモス薬品

 茨　　　城　　　県　　　報　 　第 300 号　令和４年（2022年）４月25日（月曜日） 1（毎週月・木曜日発行）

令和４年（2022年）４月25日

月　曜　日

第３００号　

　　　　

告 示



　　　代表取締役　横山　英昭

　　　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号

　　　第一福岡ビルＳ館４階

２　届出事項の概要

　敢　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　古河西牛谷複合店舗

　　　古河市西牛谷字杉ノ下546番５　外

　柑　変更した事項

　　ア　大規模小売店舗の名称

　　　　（変更前）（仮称）古河西牛谷複合店舗

　　　　（変更後）古河西牛谷複合店舗

　　イ　大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名

　　　　（変更前）

　　　　（変更後）

　桓　変更の年月日

　　ア　令和３年12月16日

　　イ　令和３年10月１日

　棺　変更する理由

　　ア　正式な店舗名称が確定したため

　　イ　設置者の名称及び代表者が変更したため

３　届出年月日

　　令和４年４月13日

４　縦覧の場所

　　茨城県産業戦略部中小企業課

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第487号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について、同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し、その意見書は、本日から１月間縦覧に供する。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

 茨　　　城　　　県　　　報　 　第 300 号　令和４年（2022年）４月25日（月曜日）2

代表者氏名住　　　　所氏名又は名称

原田　健東京都千代田区飯田橋二丁目18番２号ダイワロイヤル株式会社

横山　英昭
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号
第一福岡ビルＳ館４階

株式会社コスモス薬品

代表者氏名住　　　　所氏名又は名称

伊藤　光博東京都千代田区飯田橋二丁目18番２号
大和ハウスリアルティマネジ
メント株式会社

横山　英昭
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号
第一福岡ビルＳ館４階

株式会社コスモス薬品



１　大規模小売店舗の概要

　敢　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　クスリのアオキ坂東岩井店

　　　坂東市岩井字屋敷尻3279番８　外

　柑　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　新設の届出（第５条第１項）

　　　　令和４年４月７日

　　イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　

　　ウ　大規模小売店舗の新設をする日

　　　　令和４年11月30日

　　エ　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　　1,626㎡

　　オ　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　　契　駐車場の収容台数　　　　　56台

　　　形　駐輪場の収容台数　　　　　16台

　　　径　荷さばき施設の面積　　　　21㎡

　　　恵　廃棄物等の保管施設の容量　９㎥

　　カ　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　　契　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　　（開店時刻）午前９時

　　　　　（閉店時刻）午後10時

　　　形　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　午前８時30分～午後10時30分

　　　径　駐車場の自動車の出入口の数

　　　　　３箇所

　　　恵　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　　　午前６時～午後９時

　　キ　届出年月日

　　　　令和４年３月29日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県産業戦略部中小企業課

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第488号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について、同条第

 茨　　　城　　　県　　　報　 　第 300 号　令和４年（2022年）４月25日（月曜日） 3

代表者氏名住　　　　所氏名又は名称

青木　宏憲石川県白山市松本町2512番地株式会社クスリのアオキ



３項の規定に基づき次のとおり公告し、その意見書は、本日から１月間縦覧に供する。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　大規模小売店舗の概要

　敢　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　ドラッグコスモス友部旭町店

　　　笠間市旭町381－８　外

　柑　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第１項）

　　　　令和４年３月３日

　　イ　変更した事項

　　　　大規模小売店舗の名称

　　　　（変更前）（仮称）コスモス薬品笠間市旭町店

　　　　（変更後）ドラッグコスモス友部旭町店

　桓　届出年月日

　　　令和４年２月16日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県産業戦略部中小企業課

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第489号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について、同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し、その意見書は、本日から１月間縦覧に供する。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　大規模小売店舗の概要

　敢　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　ウエルシア笠間東店

　　　笠間市笠間字稲荷町97番３　外

　柑　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　令和４年１月20日

　　イ　変更しようとする事項

　　　契　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　　　（変更前）1,498㎡

　　　　　（変更後）1,552㎡

 茨　　　城　　　県　　　報　 　第 300 号　令和４年（2022年）４月25日（月曜日）4



　　　形　駐輪場の位置及び収容台数

　　　　　（変更前）15台

　　　　　（変更後）20台

　　　径　荷さばき施設の面積

　　　　　（変更前）64㎡

　　　　　（変更後）24㎡

　　　恵　廃棄物等の保管施設の位置

　　　慶　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

　　　　　（変更前）午前９時

　　　　　（変更後）午前０時

　　　慧　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）午前８時30分～翌午前０時30分

　　　　　（変更後）24時間

　桓　届出年月日

　　　令和４年１月７日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県産業戦略部中小企業課

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第490号

　茨城県県立職業能力開発校規則（昭和54年茨城県規則第10号）第２条第２項の規定により、令和５年度の茨城県立

産業技術専門学院普通課程（１年訓練・２年訓練）の普通職業訓練に係る訓練生の定員及び訓練期間並びに短期課程

（１年訓練）の普通職業訓練に係る訓練科、訓練生の定員及び訓練期間を次のように定める。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　
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訓練期間
定員（人）

課　　程訓練科名学　　院　　名
計２年１年

２年402020普通課程普通職業訓練自 動 車 整 備 科

茨城県立産業技術短期大学校

併設水戸産業技術専門学院

２年502525普通課程普通職業訓練建築システム科

１年20－20普通課程普通職業訓練電 気 工 事 科

－1104565－－計

１年15－15普通課程普通職業訓練機 械 加 工 科
茨 城 県 立 日 立 産 業 技 術

専 門 学 院
１年20－20普通課程普通職業訓練金 属 加 工 科

－35－35－－計

２年402020普通課程普通職業訓練プラント保守科
茨 城 県 立 鹿 島 産 業 技 術

専 門 学 院
１年15－15短期課程普通職業訓練生産・ＣＡＤ科

－552035－－計



　

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第491号

　茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例施行規則（平成16年茨城県規則第78号）第２条第２項の

規定により、令和５年度の訓練生の定員及び訓練期間を次のとおり定める。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

　

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第492号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は、令和４年４月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　路　　線　　名　　一般国道　245号

２　供用開始の区間　　那珂郡東海村大字村松字白根162番１地先から

　　　　　　　　　　　那珂郡東海村大字白方字六反町310番１地先まで

３　供用開始の期日　　令和４年４月25日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第493号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は、令和４年４月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年４月25日
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訓練期間
定員（人）

課　　程訓練科名学　　院　　名
計２年１年

２年402020普通課程普通職業訓練機 械 技 術 科

茨 城 県 立 土 浦 産 業 技 術

専 門 学 院

２年402020普通課程普通職業訓練コンピュータ制御科

２年402020普通課程普通職業訓練自 動 車 整 備 科

１年20－20短期課程普通職業訓練Ｉ Ｔ 技 術 科

－1406080－－計

２年402020普通課程普通職業訓練機械システム科

茨 城 県 立 筑 西 産 業 技 術

専 門 学 院

１年20－20普通課程普通職業訓練電 気 工 事 科

１年15－15短期課程普通職業訓練金 属 加 工 科

－752055－－計

－415145270－－合　　　　　計

訓練期間
定員（人）

訓練科名
２年１年

２年2020情報システム科

２年4040情報処理科



茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　路　　線　　名　　県道　小泉水戸線

２　供用開始の区間　　水戸市下大野町字下ヨゴ1349番２地先から

　　　　　　　　　　　水戸市東大野字中道139番３地先まで

３　供用開始の期日　　令和４年４月27日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第494号

　道路法（昭和27年法律第180号）第37条第１項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を変更することとした

ので、同条第３項の規定に基づき次のとおり告示する。

　その関係図面は、令和４年４月25日から２週間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　道　路　の　種　類　　　一般国道

２　路　　　線　　　名　　　245号

３　占用を制限する区域

　

４　占用の制限の開始の期日　　令和４年４月25日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

（教　　 育　 　長）

茨城県教育委員会教育長告示第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定し

たので、告示する。

　　　令和４年４月25日

茨城県教育委員会教育長　　森　　作　　宜　　民　　

１　指定納付受託者の名称

　　株式会社めぶきカード

２　指定納付受託者の主たる事務所の所在地

　　水戸市南町３丁目４番12号

３　指定納付受託者に納付させる歳入の内容

　茨城県近代美術館、茨城県近代美術館天心記念五浦分館、ミュージアムパーク茨城県自然博物館、茨城県陶芸美

術館に係る学校以外の教育機関の設置，管理及び職員に関する条例（昭和36年茨城県条例第９号）第10条第１項に

定める入館料

４　指定納付受託者として指定する期間

　　令和４年４月１日から令和７年３月31日まで
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摘　要延　長敷地の幅員旧新の別区　　　間

メートルメートル

207
最大　　　　24.5

最小　　　　16.0
旧

那珂郡東海村大字村松字白根162番１地先
から

那珂郡東海村大字白方字六反町310番１地
先まで

現道拡幅207
最大　　　　35.6

最小　　　　23.8
新



５　指定年月日

　　令和４年４月１日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

　

公　　　　　告

　

酸落札者等の公示

　次のとおり落札者等について公示します。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

［掲載順序］

①落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量　②契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在

地　③落札者又は随意契約の相手方を決定した日　④落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所　⑤落札金額又は

随意契約に係る契約金額　⑥契約の相手方を決定した手続　⑦一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合

には、茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年茨城県規則第98号）第４条第１項の公告

又は第５条第１項の公示を行った日　⑧随意契約による場合はその理由

①令和４年度庁内定型業務の効率化・省力化に向けたRPA導入業務委託　②総務部行政経営課改革推進Ｇ　水戸市笠

原町978番６　③令和４年３月30日　④キャップジェミニ株式会社　代表取締役会長　殿村　真一　東京都港区虎ノ

門１丁目23－１虎ノ門ヒルズ森タワー22階　⑤62,418,400円　⑥公募型プロポーザル　⑧地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１項

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

酸屋外広告物に関する講習会の開催

　茨城県屋外広告物条例（昭和49年茨城県条例第10号）第24条第１項の規定に基づき、広告物の表示等に関し必要な

知識を習得させることを目的とする講習会を次のとおり開催する。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　開催日時

　　令和４年７月13日（水）午前９時30分から午後４時30分まで

２　開催場所

　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　茨城県庁舎９階　講堂

３　講習項目

　敢　屋外広告物関連法令に関する事項

　柑　屋外広告物の表示の方法に関する事項

　桓　屋外広告物等の施工に関する事項

４　受講申込

　敢　申込方法

　　　紙媒体（持参・郵送）または電子媒体（「いばらき電子申請・届出サービス」）
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公 告



　柑　受付期間

　　　令和４年６月１日（水）から６月17日（金）まで

　　　※窓口に持参する場合は、土日祝日を除く午前９時から午後５時まで

　　　※郵送による場合は、６月17日（金）消印有効

　桓　受付場所

　　　〒310－8555

　　　茨城県水戸市笠原町978番６

　　　茨城県土木部都市局都市計画課　都市行政担当

５　受講定員

　　90名（定員となり次第締め切り）

６　受講手数料

　　3,500円（「いばらき電子申請・届出サービス」による電子納付または茨城県収入証紙により納入）

７　問合せ先

　　茨城県土木部都市局都市計画課　都市行政担当

　　ＴＥＬ　029－301－4579

　　ＦＡＸ　029－301－4599

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

酸開発行為の工事完了

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可に係る開発行為について、次の区域の工事が完了したの

で、同法第36条第３項の規定により公告する。

　　　令和４年４月25日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　行方市麻生字一丁窪3289番１、同番34

２　事業主の住所及び氏名

　　稲敷郡阿見町大字阿見4818番地

　　　株式会社ヰセキ関東甲信越

　　　　代表取締役　石　本　徳　秋
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